
 

２－５ 周辺地盤等調査  
 
１ 目 的 

周辺地盤等調査（以下「調査」という。）は、被災宅地危険度判定（以下「宅地判定」とい

う。）の予備調査であり、応急危険度判定で建築物の敷地や周辺地盤等の危険が確認された場

合に、応急危険度判定士が実施します。調査結果を宅地判定実施本部に情報提供することによ

り、宅地判定の迅速かつ的確な実施が図られることを目的とします。 

なお、宅地判定は、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災市町村が主体となって

被災宅地危険度判定士が実施します。名前は似ていますが、応急危険度判定とは別の制度です。 

 

２ 適用範囲 
本調査は、応急危険度判定を実施した建築物の宅地のうち、危険性が確認された宅地に適用

されます。建築物の構造種別や規模等には関わらずに、一律の調査方法で実施し、調査対象は

「擁壁、宅盤、のり面（切り土、盛り土、自然斜面）」となります。 

なお、過去の地震災害における宅地被害は、下記①～⑥の箇所において大きな被害が発生し

ていることから、調査を行う際は特に留意する必要があります。 

   ①現地盤が軟弱である箇所 

   ②造成中又は造成後間もない盛土箇所 

   ③切り土と盛土の境界部 

④盛り土、切り土、のり面 

⑤旧谷部、旧池部等の盛土箇所 

⑥既存不適格擁壁 

 
３ 調査 

①調査準備 当調査は、応急危険度判定士が行う参考調査であり、実施本部で｢地盤等調

査表｣を準備して、応急危険度判定士に配付する。 

②調査対象 応急危険度判定で敷地や周辺地盤等の危険があった場合(※1)に実施し、宅地

判定の調査対象(※2)を参考にして調査対象を決定する。 

※1 ｢調査 1 一見して危険｣の｢4.その他(地盤の被害)｣と判定された場合、｢調査 2 隣接

建築物・周辺地盤等｣で｢2.不明確(B ﾗﾝｸ)｣または｢3.危険(C ﾗﾝｸ)｣と判定された場合 

※2 ｢住居である建築物の宅地｣、｢実施本部長が判定の必要を認める建築物等の敷地｣、

またはこの２つに被害を及ぼすおそれのある土地 

③調査方法 ｢地盤等調査表｣を用いた目視調査を行い、クラック幅等は可能な範囲で計測

する。あくまで参考調査なので、あまり時間をかけずに出来る範囲で行う。 

なお、一見して危険と判定される場合は、即調査を終了し、コメント欄にそ

の理由を記入する。 

※判定士の安全第一とし、危険な建築物や場所には近づかないこと。 

④調査結果 応急危険度判定の実施本部を通

じて、宅地判定実施本部に｢地盤

等調査表｣が提供され、その情報

が宅地判定の実施計画の策定や

実際の判定活動に活用される。 

 

【写真】一見して危険と判定される宅地 
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４ 周辺地盤等調査の位置づけ 
周辺地盤等調査は、被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定のフローにおいて、

下記のように位置付けられています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

被災建築物応急危険度判定 被災宅地危険度判定 

震前対策の実施 

・応急危険度判定要綱策定 

・応急危険度判定士の養成 

・判定用資機材の調達、備蓄等 

基礎台帳の整備 
・宅地所在地、位置図 
・構造諸元（擁壁、のり面等） 
・許可（協議）に要した書類 
・竣工、災害、補修等の経歴 
・擁壁、のり面等の健全度判定 

大地震の発生 大地震または豪雨災害の発生 

防災関係機関、マスコミ等からの一般被害情報の入手 

被災建築物応急危険度判定 
実施計画の策定 

被災建築物応急危険度判定の実施 

調査実施計画の策定 周辺地盤等調査 

一次調査 

擁壁、のり面等の被害調査 

二次調査 

・擁壁、のり面等の被害状況調査 
・基礎的事項に関する調査 
・二次調査結果の公表 
・宅地判定 
・応急措置に必要な資機材等の調査 

避難勧告、指示、応急措置等 

避難勧告、指示、応急措置等 

※本調査の目的は、宅地判定へ 

の情報提供であり、ステッカー 

表示等は行いません。 

仮 復 旧 

本 復 旧 

情報提供 
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５ 地盤等調査を実施する判断基準 

 本調査は、応急危険度判定調査表において、下記いずれかに該当する場合に実施します。 

●｢調査 1 一見して危険」において「4.その他(地盤の被害により一見して危険)と判定された場合 

●｢調査 2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度｣において「2.不明確(Ｂランク)」

または「3.危険(Ｃランク)」と判定された場合 

 

【参 考】 

擁壁の高さ、擁壁と建物の距離の取り方 

①擁壁の高さ：ｈ 

（ｈ＝宅地内で擁壁の最も高い箇所の高さ） 

②擁壁と建物の距離：ｄ   

（ｄ＝宅地内で擁壁と最も近い箇所の距離） 

 

 

ｈ 

ｈ 

ｄ ｄ 

(※参考に木造建築物の調査票を示していますが、全ての構造で共通です) 

地盤の被害により一見して危険 ４ 

３ 
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